
○ 令和４年度決算（エネルギー対策特別会計 エネルギー需給勘定） 

 

・歳入歳出決算の概要 

（単位：百万円） 

歳 入 歳 出 

一 般 会 計 よ り 受 入 736,418 燃 料 安 定 供 給 対 策 費 197,840 

石 油 証 券 及 借 入 金 収 入 

 

1,387,473 エネルギー需給構造高度化 

対 策 費 

386,458 

備 蓄 石 油 売 払 代 186,419 独立行政法人／国立研究開発 

法 人 運 営 費 ・ 出 資 

205,329 

雑 収 入 50,821 事 務 取 扱 費 2,977 

前 年 度 剰 余 金 受 入 

 

592,638 国債整理基金特別会計へ 

繰入・一般 会計へ 繰入 

1,399,956 

 

予 備 費 等 － 

合 計 2,953,771 合 計 2,192,563 

※１ 百万円未満切り捨てのため、合計が一致しないことがある。 

２ 百万円未満の計数がある場合には「0」で表示し、該当計数がない場合は「-」

で表示している。 

 

・一般会計からの繰入金の額及び当該繰入金の額が予算に計上した額と異なる場合に

あってはその理由 

（一般会計からの繰入金の実績額） ・・・・・・・・・・７３６，４１８百万円 

（予算に計上した繰入金の額） ・・・・・・・・・・・・７３６，４１８百万円 

 

・借入金等（借入金並びに公債及び証券の発行収入金）の額及び借入金等の額が予算

に計上した額と異なる場合にあってはその理由 

（借入金等の額） ・・・・・・・・・・・・・・・・１，３８７，４７３百万円 

（予算に計上した借入金等の額） ・・・・・・・・・１，４９８，７００百万円 

（相違した理由） 

石油証券の借換発行額が予定より少なかったこと等のため。 

 

・歳入歳出の決算上の剰余金の額、当該剰余金が生じた理由及び当該剰余金の処理の

方法 

（剰余金の額） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７６１，２０８百万円 

（剰余金が生じた理由） 

歳入予算を上回る収納済歳入額及び歳出予算のうち当年度支出しなかった部分

（翌年度繰越額、歳出不用額）があったため。 



（剰余金の処理の方法） 

特別会計に関する法律第８条第１項の規定により、令和５年度以降のエネルギー

対策特別会計エネルギー需給勘定の財源として活用される。 

（剰余金と一般会計からの繰入れの関係） 

エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定においては、特別会計に関する法律

第９０条の規定に基づき、石油石炭税収を一度一般会計に繰り入れた上で、同法第

８条第１項の規定に基づき翌年度の歳入に繰り入れられる剰余金その他の歳入の

見込額（一般会計からの繰入金を除く。）の状況と事業の経費に照らし必要な金額

を、「予算で定めるところにより」、エネルギー需給勘定に繰り入れることとされ

ている。その結果として、剰余金の見合いの額について歳入予算における一般会計

からの繰入額が減少することとなり、一般会計の歳出圧縮に貢献している（剰余金

から一般会計への繰入れを行った場合と同様の効果となる）。 

 

・その他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める

事項 

（省庁別決算額） 

 経済産業省分決算額 

歳入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２，５９６，８０８百万円 

歳出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２，０２７，８１６百万円 

 環境省分決算額 

歳入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５６，９６３百万円 

歳出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６４，７４６百万円 

 



○ 令和４年度決算（エネルギー対策特別会計 電源開発促進勘定） 

 

・歳入歳出決算の概要 

（単位：百万円） 

歳 入 歳 出 

一 般 会 計 よ り 受 入 

 

313,340 電 源 立 地 対 策 費 156,766 

電 源 利 用 対 策 費 13,246 

雑 収 入 3,239 原子力安全規制対 策費 27,289 

前 年 度 剰 余 金 受 入 76,285 国立研究開発法人運営費 

・ 施 設 整 備 費 

103,274 

 

国立研究開発法人日本原子

力研究開発機構納付金収入 

23 事 務 取 扱 費 23,609 

予 備 費 等 0 

合 計 392,887 合 計 324,187 

※１ 百万円未満切り捨てのため、合計が一致しないことがある。 

２ 百万円未満の計数がある場合には「0」で表示し、該当計数がない場合は「-」

で表示している。 

 

・一般会計からの繰入金の額及び当該繰入金の額が予算に計上した額と異なる場合に

あってはその理由 

（一般会計からの繰入金の実績額） ・・・・・・・・・・３１３，３４０百万円 

（予算に計上した繰入金の額） ・・・・・・・・・・・・３１３，３４０百万円 

 

・歳入歳出の決算上の剰余金の額、当該剰余金が生じた理由及び当該剰余金の処理の

方法 

（剰余金の額） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６８，７００百万円 

（剰余金が生じた理由） 

歳入予算を上回る収納済歳入額及び歳出予算のうち当年度支出しなかった部分

（翌年度繰越額、歳出不用額）があったため。 

（剰余金の処理の方法） 

特別会計に関する法律第８条第１項の規定により、令和５年度以降のエネルギー

対策特別会計電源開発促進勘定の財源として活用される。 

 

（剰余金と一般会計からの繰入れの関係） 

エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定においては、特別会計に関する法律第

９１条に基づき、電源開発促進税収を一度一般会計に繰り入れた上で、同法第８条

第１項に基づき翌年度の歳入に繰り入れられる剰余金その他の歳入の見込額（一般

会計からの繰入金を除く。）の状況と事業の経費に照らし必要な金額を、「予算で

定めるところにより」、電源開発促進勘定に繰り入れることとされている。その結

果として、剰余金の見合いの額について歳入予算における一般会計からの繰入額が



減少することとなり、一般会計の歳出圧縮に貢献している（剰余金から一般会計へ

の繰入れを行った場合と同様の効果となる）。 

 

・その他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める

事項 

（省庁別決算額） 

 内閣府分決算額 

  歳入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７，６２７百万円 

  歳出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１，４９１百万円 

 文部科学省分決算額 

  歳入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３２，６７６百万円 

  歳出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１８，２００百万円 

 経済産業省分決算額 

   歳入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８６，１０６百万円 

   歳出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５４，５７１百万円 

 環境省分決算額 

   歳入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５６，４７６百万円 

   歳出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９，９２４百万円 

 



○ 令和４年度決算（エネルギー対策特別会計 原子力損害賠償支援勘定） 

 

・歳入歳出決算の概要 

（単位：百万円） 

歳 入 歳 出 

原子力損害賠償支援資金 

よ り 受 入 

－ 

 

事 務 取 扱 費 

 

0 

原子力損害賠償支援証券 

及 借 入 金 収 入 

8,202,122 

 

国債整理基金特別会計へ 

繰 入 

8,504,427 

 

原子力損害賠償・廃炉等 

支 援 機 構 納 付 金 収 入 

278,770 

 

雑 収 入 1 

前 年 度 剰 余 金 受 入 65,590 

合 計 8,546,484 合 計 8,504,428 

※１ 百万円未満切り捨てのため、合計が一致しないことがある。 

２ 百万円未満の計数がある場合には「0」で表示し、該当計数がない場合は「-」

で表示している。 

 

・借入金等（借入金並びに公債及び証券の発行収入金）の額及び借入金等の額が予算

に計上した額と異なる場合にあってはその理由 

（借入金等の額） ・・・・・・・・・・・・・・・・８，２０２，１２２百万円 

（予算に計上した借入金等の額） ・・・・・・・・１１，２１１，９００百万円 

（相違した理由） 

国債の償還に係る借入金が予定より少なかったため。 

 

・歳入歳出の決算上の剰余金の額、当該剰余金が生じた理由及び当該剰余金の処理の

方法 

（剰余金の額） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２，０５５百万円 

（剰余金が生じた理由） 

歳出予算のうち国債整理基金特別会計へ繰入が予定より少なかったこと等のた

め。 

（剰余金の処理の方法） 

特別会計に関する法律第８条第１項の規定により、令和５年度以降のエネルギー

対策特別会計原子力損害賠償支援勘定の財源として活用される。 



・令和４年度末における資金の残高 

（資金の残高（令和５年４月３０日）） ・・・・・・・・・５８，２９５百万円 

（資金の目的） 

特別会計に関する法律第９２条の２第１項の規定により原子力損害賠償支援資

金を置き、同法第９１条の３第１項の規定による原子力損害の賠償に係る交付国債

の償還金等の支出に必要な金額の国債整理基金特別会計への繰入を円滑に実施す

るために要する費用を確保することとしている。 

（資金の水準） 

令和５年度予算においては、当該年度の金利負担に要する費用に充てるため、資

金残高のうち約４５億円を取り崩すこととしている。 


